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各種資格・国家試験の総合スクール東京リーガルマインド（ＬＥＣ）は、外国人雇用の推進を担う人材を育成するため、「外国人雇用管理主任

者」の試験制度をスタートさせました。 

 

 

我が国の少子高齢化に伴い、外国人労働者の需要がますます高まっております。2019年4月1日改正出入国管理法が施行、新たな

在留資格「特定技能」が追加されました。特定技能では今後5年間で約34万5000人の外国人労働者の受け入れが見込まれています。

一方で今後 10 年の人手不足は数百万人にものぼるという推計も出されており、特定技能だけでなく、技能実習生をはじめとした既存

の在留資格の外国人労働者もさらに増やす必要性があると考えられています。 

 

「外国人雇用管理主任者」は、外国人雇用についての専門知識を身に着け、外国人雇用に関するトータル的なサポートができる人材

の育成を目的として設立された資格です。企業が外国人雇用を導入するうえで活用できる各種助成金制度の申請をサポートする「社

会保険労務士」やビザ申請の手続きや労働生活相談などを行う「企業の人事労務担当者」等、外国人雇用に関わる全ての方に有用な

資格です。 

＜外国人雇用支援センターURL＞  https://eacf.jp/ 

 

※特に下記のような方々に資格取得を推奨しています。 

・外国人を雇用する企業・団体の方 

・行政書士等のビザ申請代行や入管業務に関わる専門家 

・社会保険労務士等の外国人雇用に関わる専門家 

・その他、外国人の雇用・就労をサポートする活動をされている方 

 

 

 

■受験資格：どなたでも受験可能 

■受験料：8,500円 

■会場・試験日時：全国260か所のテストセンターにて随時 

※テストセンター一覧：https://cbt-s.com/testcenter/ 

■出題形式：CBT（PC上での受験）方式による四肢択一式50問60分 

■試験内容 

外国人雇用管理主任者は、以下の点に関して専門的知識を有するかどうかの判定を基準として試験を実施します。 

 

①外国人雇用の基礎知識（外国人労働者とは・社会的背景） 

②在留資格の基礎知識 

③平成31年入国管理法大改正 

④特定技能ビザ 特定技能外国人 

⑤受け入れ企業・登録支援機関の役割 

⑥外国人労働者の採用計画（費用・研修・社内理解） 

⑦外国人労働者に教えるビジネス日本語・ビジネスマナー 

⑧労務管理のルール（労働基準法・労働保険・社会保険） 

⑨雇用契約書・就業規則の作り方 

⑩外国人雇用に対する助成金活用 

外国人雇用の専門家 

「外国人雇用管理主任者」試験制度発足のお知らせ 

 

 

お客様対応専門員（CAP）試験対策講座 
企業・団体の最前線でお客様の声を聞きより良い商品提供に貢献するプロフェッショナル 

 

1.資格概要 

2.資格試験について 

https://eacf.jp/
https://cbt-s.com/testcenter/


 

 

 

外国人雇用管理主任者試験の合格者で、外国人雇用管理主任者としての行動準則を承認さ

れた方は、外国人雇用支援センターに外国人雇用管理主任者として正式に登録していただく

ことができます（登録料：10,000円・有効期間3年間）。登録された方には当センターより認定外

国人雇用管理主任者としての認定証を発行いたします。 

 

また、外国人雇用支援センターは資格者に対して情報提供や 

相談窓口の設置を行い、そのより良い活動を支援していきます。 

 

 

 

 

■外国人雇用に関する情報発信 

・外国人雇用が学べるWEBセミナー動画https://eacf.jp/infomation/index.html 

・外国人雇用ジャーナル https://eacf.jp/infomation/journal.html 

・セミナーhttps://eacf.jp/infomation/seminar.html 

・メールマガジン https://eacf.jp/infomation/magazine.html 

 

■各種外国人雇用支援サービスの紹介https://eacf.jp/service/ 

外国人雇用に関わる方々が活用できる次のようなサービスをピックアップして紹介しています。 

 

・在留外国人労働者向け学習支援サービス 

・国内在住外国人向け就労あっせんサービス 

・外国人住居提供サービス 

・その他 

 

 

≪本件に関するお問合せ先≫ 

外国人雇用支援センター 

（運営者：株式会社東京リーガルマインド 外国人雇用推進事業部） 

住所：東京都中野区中野4-11-10 アーバンネット中野ビル 

電話番号：0570-064-464（LECコールセンター） 

URL：https://eacf.jp/ 

  

≪法人の方へ≫ 

企業様向けに団体受験制度及び外国人雇用に関する各種研修プログラムをご用意しております。企業様向け研修について、

詳しくは株式会社東京リーガルマインド（LEC）法人事業本部までお問い合わせください。 

㈱東京リーガルマインド（LEC） 法人事業本部（担当：朴（パク）） TEL：03-5913-6047 

 

 

◆会社概要 
株式会社 東京リーガルマインド 
昭和54年創業の国家資格取得・公務員試験合格などを支援する資格の総合スクールです。法律系、ビジネス系、会計系など幅広い講座を全
国で展開し、長きに渡る各種資格・国家試験対策講座で培ったノウハウを駆使し、さまざまなサービスを提供しています。 
************************************************************************************************************************************** 

本件に関するお問い合わせ ＬＥＣ東京リーガルマインド外国人雇用支援センター(外国人雇用推進事業部) TEL：0570-064-464(LECコールセンター) 
取材に関するお問い合わせ ＬＥＣ東京リーガルマインド 総務課  TEL：03-5913-6220 

3.資格認定について 

4.その他の取組 

https://eacf.jp/infomation/index.html
https://eacf.jp/infomation/journal.html
https://eacf.jp/infomation/seminar.html
https://eacf.jp/infomation/magazine.html
https://eacf.jp/service/
https://eacf.jp/

